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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末に適用されるデータ伝送方法であって、
　ネットワーク側機器へ前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が
前記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を送信し、前記作動周波数帯域情報リストは、前記ネ
ットワーク側機器が前記端末の実際の作動周波数帯域を決定することに用いられ、前記実
際の作動周波数帯域は少なくとも一つのアップリング周波数範囲と少なくとも一つのダウ
ンリンク周波数範囲とがペアリングされて構成され、前記能力指示情報は、前記ネットワ
ーク側機器が前記端末のスケジューリングポリシーを決定することに用いられることと、
　データサービスニーズがある場合、前記ネットワーク側機器によって決定された少なく
とも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲とがペア
リングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワーク側機器によって決定さ
れた前記スケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に基づいて、前記端
末がデータ伝送を行うことと、を含み、
　前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定するこ
とは、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持することを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動周
波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペア
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リングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、前記端
末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案と第１のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持しないことを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動
周波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、前
記端末に対するスケジューリングポリシーを第２のスケジューリング方案と第２の第ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、を含むことを特徴とするデー
タ伝送方法。
【請求項２】
　前記作動周波数帯域情報リストは、
　少なくとも一つの前記端末が支持する作動周波数帯域を含み、
　前記作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲及び少なくとも一つ
のダウンリンク周波数範囲が対応する周波数帯域番号を含むこと、又は少なくとも一つの
アップリンク周波数範囲および少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記能力指示情報は、前記少なくとも一つの作動周波数帯域リストにおける各作動周波
数帯域が対応する能力指示情報を含み、
　前記方法は、
　前記各作動周波数帯域の少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つの
ダウンリンク周波数範囲とのペアリング組み合わせのうち、アップリンク周波数範囲とダ
ウンリンク周波数範囲とが同一である周波数ペアリング組み合わせ以外、残りのアップリ
ンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせがいずれもデ
ータの送受信を同時に行うことを支持するか否かに基づいて、前記各作動周波数帯域の能
力指示情報を決定することを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記能力指示情報は、前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動周波数帯域が対応
するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせ
の能力指示情報を含み、
　前記方法は、
　前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動周波数帯域のアップリンク周波数範囲と
ダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせごとがデータの送受信を同時に
行うことを支持するか否かに基づいて、前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動周
波数帯域の周波数ペアリング組み合わせごとの能力指示情報を決定することを含むことを
特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワーク側機器に適用されるリソーススケジューリング方法であって、前記方法は
、
　端末より送信された前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が前
記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこと
を支持するか否かの能力指示情報、又は前記端末が前記作動周波数帯域情報リストにおけ
る各作動周波数帯域内の各周波数ペアリング組み合わせでデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を受信することと、
　前記作動周波数帯域情報リストに基づいて前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対
応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定すること
、及び前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定す
ることと、を含み、
　前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定するこ
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とは、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持することを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動周
波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペア
リングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、前記端
末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案と第１のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持しないことを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動
周波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、前
記端末に対するスケジューリングポリシーを第２のスケジューリング方案と第２の第ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、を含むことを特徴とするリソ
ーススケジューリング方法。
【請求項６】
　前記方法は、
　前記作動周波数帯域情報リスト、ネットワークカバレッジ状況及び前記端末のサービス
ニーズに基づいて、前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波
数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定することと、
　前記実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範
囲とのペアリング情報を前記端末に送信することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のスケジューリング方案は、前記端末のスケジューリング要求に付いている伝
送対象のデータ量に基づいて、スケジューリングを行うことを含み、
　前記第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングは、前記端末に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫの
フィードバックタイミングを設定することで、前記端末がダウンリンクデータを正確に受
信した後、前記フィードバックタイミングでＡＣＫメッセージをフィードバックすること
、又は前記端末がダウンリンクデータを正確に受信していない場合、前記フィードバック
タイミングでＮＡＣＫメッセージをフィードバックすることを含み、
　前記第２のスケジューリング方案は、アップリンク送信データの優先度とダウンリンク
受信データの優先度に基づいて、現在のスケジューリング時刻において、前記端末のデー
タ伝送方向を決定することを含み、
　前記第２のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングは、現在のスケジューリング時刻に伝送を
計画する、前のスケジューリング時刻に受信されたダウンリンクデータのＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバック情報が禁止された後、スケジューリングされた一つ目のアップリンクデ
ータの送信時刻に、前のスケジューリング時刻に受信されたダウンリンクデータのＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバックを伝送すること、又は現在のスケジューリング時刻に伝送を計
画する、前のスケジューリング時刻に受信されたアップリングデータのＡＣＫ／ＮＡＣＫ
フィードバック情報が禁止された後、スケジューリングされた一つ目のダウンリンクデー
タの送信時刻に、前のスケジューリング時刻に受信されたアップリングデータのＡＣＫ／
ＮＡＣＫフィードバック情報を伝送することを含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のスケジューリング方案は、
　ダウンリンク受信データの優先度がアップリンク送信データの優先度より高い場合、現
在のスケジューリング時刻に前記端末がアップリンク周波数範囲における搬送波に対して
アップリンク送信データのスケジューリングを行わず、
　アップリンク送信データの優先度がダウンリンク受信データの優先度より高い場合、現
在のスケジューリング時刻に前記端末がダウンリンク周波数範囲における搬送波に対して
ダウンリンク受信データのスケジューリングを行わないことを含むことを特徴とする請求
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項５に記載の方法。
【請求項９】
　端末に適用されるデータ伝送装置であって、
　ネットワーク側機器へ前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が
前記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を送信し、前記作動周波数帯域情報リストは、前記ネ
ットワーク側機器が前記端末の実際の作動周波数帯域を決定することに用いられ、前記実
際の作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリング周波数範囲と少なくとも一つのダ
ウンリンク周波数範囲とがペアリングされて構成され、前記能力指示情報は前記ネットワ
ーク側機器が前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定することに用いられるよ
うに配置された情報送信モジュールと、
　データサービスニーズがある場合、前記ネットワーク側機器によって決定された少なく
とも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲とがペア
リングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワーク側機器によって決定さ
れた前記スケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に基づいて、前記端
末がデータ伝送を行うように配置されたデータ伝送モジュールと、を含み、
　前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定するこ
とは、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持することを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動周
波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペア
リングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、前記端
末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案と第１のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持しないことを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動
周波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、前
記端末に対するスケジューリングポリシーを第２のスケジューリング方案と第２の第ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、を含むことを特徴とするデー
タ伝送装置。
【請求項１０】
　前記作動周波数帯域情報は、少なくとも一つの前記端末が支持する作動周波数帯域を含
み、
　前記作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲及び少なくとも一つ
のダウンリンク周波数範囲が対応する番号を含むこと、又は少なくとも一つのアップリン
ク周波数範囲および少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含むことを特徴とする請
求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記能力指示情報は、前記少なくとも一つの作動周波数帯域における各作動周波数帯域
が対応する能力指示情報を含み、
　前記装置は、
　前記各作動周波数帯域の少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つの
ダウンリンク周波数範囲とのペアリング組み合わせのうち、アップリンク周波数範囲とダ
ウンリンク周波数範囲とが同一である周波数ペアリング組み合わせ以外、残りのアップリ
ンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせがいずれもデ
ータの送受信を同時に行うことを支持するか否かに基づいて、前記各作動周波数帯域の能
力指示情報を決定するように配置された第１の能力指示情報決定モジュールをさらに含む
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
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　前記能力指示情報は、前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動周波数帯域が対応
するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせ
の能力指示情報を含み、
　前記装置は、
　前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動周波数帯域のアップリンク周波数範囲と
ダウンリンク周波数範囲とのペアリング組み合わせごとがデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かに基づいて、前記作動周波数帯域情報リストにおける各周波数帯域の
周波数ペアリング組み合わせごとの能力指示情報を決定するように配置された第１の能力
指示情報決定モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　ネットワーク側機器に適用されるリソーススケジューリング装置であって、前記装置は
、
　端末より送信された前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が前
記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこと
を支持するか否かの能力指示情報、又は前記端末が前記作動周波数帯域情報リストにおけ
る各作動周波数帯域内の各周波数ペアリング組み合わせでデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を受信するように構成される情報受信モジュールと、
　前記作動周波数帯域情報リストに基づいて前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対
応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定すること
、及び前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定す
るように配置されたポリシー決定モジュールと、を含み、
　前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定するこ
とは、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持することを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動周
波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペア
リングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、前記端
末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案と第１のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持しないことを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動
周波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、前
記端末に対するスケジューリングポリシーを第２のスケジューリング方案と第２の第ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定することと、を含むことを特徴とするリソ
ーススケジューリング装置。
【請求項１４】
　前記装置は、
　前記作動周波数帯域情報リスト、ネットワークカバレッジ状況及び前記端末のサービス
ニーズに基づいて、前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波
数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定するように配置されたペアリング
周波数決定モジュールと、
　前記実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範
囲とのペアリング情報を前記端末に送信するように配置された周波数ペアリング送信モジ
ュールと、をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ポリシー決定モジュールは、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持することを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動周
波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペア
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リングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、前記端
末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案と第１のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定するように配置された第１のポリシー決定サブモ
ジュールと、
　前記能力指示情報が決定された前記実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持しないことを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動
周波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、前
記端末に対するスケジューリングポリシーを第２のスケジューリング方案と第２のＡＣＫ
／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定するように配置された第２のポリシー決定サ
ブモジュールと、を含むことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　コンピュータプログラムであって、プログラム可能な装置により実行可能なコンピュー
タプログラムを含み、前記コンピュータプログラムは、前記プログラム可能な装置により
実行する際に、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法を実行するためのコード部分を
有することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、請求項１～４のいずれか１項に記載の
方法を実行するための一つ又は複数のプログラムを含むことを特徴とする非一時的なコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　端末であって、請求項１７に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体と、前記非一
時的なコンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一つ又は複数のプ
ロセッサと、を含むことを特徴とする端末。
【請求項１９】
　コンピュータプログラムであって、プログラム可能な装置により実行可能なコンピュー
タプログラムを含み、前記コンピュータプログラムは、前記プログラム可能な装置により
実行する際に、請求項５～８のいずれか１項に記載の方法を実行するためのコード部分を
有することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、請求項５～８のいずれか１項に記載の
方法を実行するための一つ又は複数のプログラムを含むことを特徴とする非一時的なコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　ネットワーク側機器であって、請求項２０に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶媒
体と、前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一
つ又は複数のプロセッサと、を含むことを特徴とするネットワーク側機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は通信技術分野に関し、具体的にはデータ伝送方法、リソーススケジューリング
方法、装置、端末およびネットワーク側機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の発展に伴い、通信品質及び通信速度に対するユーザの要求を満たすように、
先進的なセルラーネットワーク（例えば、４Ｇネットワーク、５Ｇネットワークなど）は
、世界中に配備されている。
【０００３】
　関係技術では、ネットワークカバレッジ及び容量を向上させるために、高帯域（例えば
、２８ＧＨｚ、３．５ＧＨｚ）を用いて容量を提供し、低帯域（例えば、９００ＭＨｚ）
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を用いてカバレッジを提供するなどの高低帯域通信方式が採用されている。
【０００４】
　高帯域では、大規模な多重入力多重出力（Ｍａｓｓｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐ
ｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕｔｐｕｔ）技術や制御チャネル賦形などの技術を用いてダ
ウンリンク・カバレッジや容量を向上させることができる。高帯域のアップリンク・カバ
レッジについて、そのカバレッジの能力は、ダウンリンク・カバレッジの能力よりも低く
、これは、ユーザ体験に深く影響してしまう。
【０００５】
　したがって、いくつかの従来技術では、高低帯域を併用して、高帯域で自体のアップリ
ンク・カバレッジが制限された場合には、低帯域のアップリンク周波数を用いてデータ伝
送を行う。
【０００６】
　高低帯域を併用する場合は、キャリア集約方式または二重接続方式を用いることができ
る。いずれの方式を用いても、端末のために、マスタサービスネットワーク側とセカンダ
リサービスネットワーク側を配置する必要がある。一般に、キャリア集約または二重接続
の配置時間は、約２０ｍｓ－５０ｍｓが必要であり、これにより長い遅延がもたらされる
。ＯＴＴ（Ｏｖｅｒ　Ｔｈｅ　Ｔｏｐ）、車用インターネット、物用インタネットなどに
基づく関連する突発的なパケットサービスについて、キャリア集約方式または二重接続方
式を用い、生成された遅延とシグナリングオーバーヘッドはいずれも効果的に要求を満た
すことができない。
【０００７】
　キャリア集約方式または二重接続方式による問題を解決するために、いくつかの関係技
術では、高周波数のＴＤＤ／ＦＤＤ帯域と低周波数のＦＤＤ／ＴＤＤ域とをペアリングさ
れて使用する方式を用いることができる。ネットワークカバレッジ状況とサービスニーズ
に応じて以下の１２種類のペアリング方式のいずれかを選択して使用し、異なるペアリン
グ方式で切り替えることができ、キャリア集約または二重接続を配置する必要がなく、サ
ービス遅延を低減するとともに関連するシグナリングオーバーヘッドを節約する。
【０００８】
　方式１：高周波数ＴＤＤダウンリンク周波数と高周波数ＴＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式２：高周波数ＴＤＤダウンリンク周波数と高周波数ＦＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式３：高周波数ＴＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＦＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式４：高周波数ＴＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＴＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式５：高周波数ＦＤＤダウンリンク周波数と高周波数ＴＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式６：高周波数ＦＤＤダウンリンク周波数と高周波数ＦＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式７：高周波数ＦＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＦＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式８：高周波数ＦＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＴＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式９：低周波数ＴＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＴＤＤアップリンクとのペアリ
ング。
　方式１０：低周波数ＴＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＦＤＤアップリンクとのペア
リング。
　方式１１：低周波数ＦＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＴＤＤアップリンクとのペア
リング。
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　方式１２：低周波数ＦＤＤダウンリンク周波数と低周波数ＦＤＤアップリンクとのペア
リング。
【０００９】
　しかしながら、特定の帯域を選択してペアリング使用を行う場合、低帯域のアップリン
ク送信の高調波または相互変調信号が高帯域のダウンリンク受信周波数範囲に入り、端末
内のアップリンク送信がダウンリンク受信に干渉してしまい、深刻な場合、上記ペアリン
グが正常に機能しなくなる恐れがある。
【００１０】
　関係技術では、端末の低周波数帯域における送信機の先端にフィルタを増設する方法を
用いることで干渉を解決することができる。しかし、この方式では、挿入損失が増加し、
端末のコストと電力の消費が高くなる。端末が支持するペアリング組み合わせが多い場合
、関連するコスト、複雑さ、電力消費の向上は、特に低コスト端末にとって許容できない
可能性がある。したがって、一部のペアリング方式に対して、アップリンクがダウンリン
ク受信に干渉した場合、フィルタを追加する方法に加えて、スケジューリングの方法を用
いて干渉を回避してもよく、例えば、アップリンク送信の期間中に、ダウンリンクはデー
タの受信を行わない。
【００１１】
　上述をまとめると、高低帯域ペアリングを用いる場合、周波数ペアリングに現れた干渉
問題に対して、端末は様々な解決策を採用することができ、例えば、高コスト端末はハー
ドウェアフィルタの技術考案を採用することができ、低コスト端末はスケジューリングの
解決策を採用する可能性がある。　
【００１２】
　ネットワーク側機器の場合、ネットワーク側機器がすべての端末に対していずれも同じ
干渉解決考案を採用すると、ネットワーク効率を低下させ、さらには、低コスト端末のス
ケジューリングが機能できなくなる。
【発明の概要】
【００１３】
　関係技術に存在する問題を解消するために、本開示はデータ伝送方法、リソーススケジ
ューリング方法、装置、端末及びネットワーク側機器を提供する。
【００１４】
　本開示の第１方面は、端末に適用されるデータ伝送方法を提供し、
　ネットワーク側機器へ前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が
前記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を送信し、前記作動周波数帯域情報リストは、前記ネ
ットワーク側機器が前記端末の実際の作動周波数帯域を決定することに用いられ、前記実
際の作動周波数帯域は少なくとも一つのアップリング周波数範囲と少なくとも一つのダウ
ンリンク周波数範囲とがペアリングされて構成され、前記能力指示情報は、前記ネットワ
ーク側機器が前記端末のスケジューリングポリシーを決定することに用いられることと、
　前記端末がデータサービスニーズがある場合、前記ネットワーク側機器によって決定さ
れた少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範
囲とがペアリングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワーク側機器によ
って決定された前記スケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に基づい
て、データ伝送を行うことと、を含む。
【００１５】
　本開示の第２方面は、ネットワーク側機器に適用されるリソーススケジューリング方法
を提供し、
　端末より送信された前記端末が支持する作動周波数帯域リスト情報、及び前記端末が前
記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこと
を支持するか否かの能力指示情報、又は前記端末が前記作動周波数帯域情報リストにおけ
る各作動周波数帯域内の各周波数ペアリング組み合わせでデータの送受信を同時に行うこ
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とを支持するか否かの能力指示情報を受信することと、
　前記作動周波数帯域情報リストに基づいて前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対
応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定すること
、及び前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定す
ることと、を含む。
【００１６】
　本開示の第３方面は、端末に適用されるデータ伝送装置を提供し、
　ネットワーク側機器へ前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が
前記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を送信し、前記作動周波数帯域情報リストは、前記ネ
ットワーク側機器が前記端末の実際の作動周波数帯域を決定することに用いられ、前記実
際の作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリング周波数範囲と少なくとも一つのダ
ウンリンク周波数範囲とがペアリングされて構成され、前記能力指示情報は前記ネットワ
ーク側機器が前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定することに用いられるよ
うに配置された情報送信モジュールと、
　前記端末がデータサービスニーズがある場合、前記ネットワーク側機器によって決定さ
れた少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範
囲とがペアリングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワーク側機器によ
って決定された前記スケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に基づい
て、データ伝送を行うように配置されたデータ伝送モジュールと、を含む。
【００１７】
　本開示の第４方面は、ネットワーク側機器に適用されるリソーススケジューリング装置
を提供し、前記装置は、
　端末より送信された前記端末が支持する作動周波数帯域リスト情報、及び前記端末が前
記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこと
を支持するか否かの能力指示情報、又は前記端末が前記作動周波数帯域情報リストにおけ
る各作動周波数帯域内の各周波数ペアリング組み合わせでデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を受信するように構成される情報受信モジュールと、
　前記作動周波数帯域情報リストに基づいて前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対
応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定すること
、及び前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定す
るように配置されたポリシー決定モジュールと、を含む。　
【００１８】
　本開示の第５方面では、コンピュータプログラム製品を提供し、プログラム可能な装置
より実行可能なコンピュータプログラムを含み、前記コンピュータプログラムは、前記プ
ログラム可能な装置より実行する際に、第１方面に記載の方法を実行するためのコード部
分を有する。
【００１９】
　本開示の第６方面は、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を提供し、第１方面に記載
の方法を実行するための一つ又は複数のプログラムを含む。
【００２０】
　本開示の第７方面は、端末を提供し
　前記第６方面に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体と、
　前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一つ又
は複数のプロセッサと、を含む。　
【００２１】
　本開示の第８方面は、コンピュータプログラム製品を提供し、プログラム可能な装置よ
り実行可能なコンピュータプログラムを含み、前記コンピュータプログラムは、前記プロ
グラム可能な装置より実行する際に、前記第２方面に記載の方法を実行するためのコード
部分を有する。
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【００２２】
　本開示の第９方面は、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を提供し、上記第２方面に
記載の方法を実行するための一つ又は複数のプログラムを含む。
【００２３】
　本開示の第１０方面は、ネットワーク側機器を提供し、
　前記第９方面に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体と、　
　前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体におけるプログラムを実行するための一つ又
は複数のプロセッサと、を含む。　
【００２４】
　本開示の方案によれば、アップ・ダウンリンク周波数ペアリング伝送方案を効果的に支
持することができ、異なる端末に異なるスケジューリングポリシーを採用し、異なる無線
周波数能力の端末アクセスを支持し、端末の多様性と設計の柔軟性を維持し、スケジュー
リングによって低コスト端末も上記ペアリング方案による性能利得を享受することができ
るようになる。
【００２５】
　上述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、単なる例示および説明であり、本開示
を限定するものではないと理解されべきである。
【００２６】
　本開示の他の特徴および利点は、以下の発明を実施するための形態の部分で詳細に説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　ここでの図面は、本明細書に組み込まれて本明細書の一部として構成され、本開示に適
した実施形態を示し、本明細書と共に本開示の原理を説明するために用いられる。
【図１】図１は本開示の一実施形態に係る無線通信ネットワークの模式図である。
【図２】図２は本開示の一実施形態に係る端末がデータ伝送を行うプロセスの模式図であ
る。
【図３】図３は本開示の一実施形態に係るネットワーク側機器が端末に対してリソースス
ケジューリングを行うプロセスの模式図である。
【図４】図４は本開示の一実施形態に係る端末とネットワーク側機器とがリソーススケジ
ューリング方法を交互に実現するプロセスの模式図である。
【図５】図５は本開示の一実施形態に係るデータ伝送装置のブロック図である。
【図６】図６は本開示の一実施形態に係るリソーススケジューリング装置のブロック図で
ある。
【図７】図７は例示的な実施例により示されたデータ伝送方法に用いた装置のブロック図
である。
【図８】図８は例示的な実施例により示されたリソーススケジューリング方法に用いた装
置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本開示の実施形態の目的、技術案、および利点をより明確にするために、本開示の実施
形態における技術案について、本開示の実施形態における図面を参照しながら以下に明確
かつ完全に記述するが、記述される実施形態は、本開示の一部の実施形態であり、全ての
実施形態ではないことが明らかである。本開示の実施形態に基づいて、当業者が創造性の
ある労働をせずに得られた全ての他の実施形態は、いずれも本開示の保護する範囲にある
。
【００２９】
　図１を参照して、本開示の実施形態に係る無線通信ネットワークの模式図である。無線
通信ネットワーク１００には、ネットワーク側機器１０１と端末１０２を備える。ここで
、ネットワーク側機器１０１は、端末１０２と通信を行う機器であり、特定の物理的エリ
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アの通信カバレッジを提供することができる。ネットワーク側機器１０１は、基地局（Ｂ
ａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳと略す）、コアネットワークのあるネットワーク要素、又
は無線通信ネットワークにおけるアクセスサービスを提供する他のネットワークアクセス
装置等であってもよい。
【００３０】
　端末１０２は、無線通信ネットワーク全体に分布されてもよく、端末１０２ごとは、静
的または動的であってもよい。例えば、端末１０２は、モバイルステーション（ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ユーザコンポーネント（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｕｎｉｔ）、
ステーション（ｓｔａｔｉｏｎ）、スマートフォンであってもよく、セルラーフォン（ｃ
ｅｌｌｕｌａｒ　ｐｈｏｎｅ）、携帯情報端末（ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ、ＰＤＡと略す）、ハンドヘルド（ｈａｎｄｈｅｌｄ）、ラップトップ
コンピューター（ｌａｐｔｏｐ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などの無線通信装置であってもよい
。
【００３１】
　図２を参照して、本開示の一実施形態に係る端末がデータ伝送を行うプロセスの模式図
である。　
【００３２】
　端末が支持する作動周波数帯域と、支持する作動周波数帯域情報における作動周波数帯
域でデータの送受信を同時に行うことを支持するか否かは、端末のハードウェア能力によ
って決定され、端末が高低周波数ペアリングを採用するとともに、相応的なハードウェア
を配置してフィルタリングを行って干渉を防止すると、端末は支持する作動周波数帯域で
データの送受信を同時に行うことを支持するが、端末が高低周波数ペアリングを採用し、
ハードウェアを配置してフィルタリングを行うことがない場合、端末は支持する作動周波
数帯域でデータの送受信を同時に行うことを支持せず、スケジューリングポリシーによっ
て高低周波数間の干渉を防止する。
【００３３】
　図２を参照して、本開示の一実施形態では、ステップＳ２１において、端末は、支持す
る作動周波数帯域情報リスト、及び作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域で
データの送受信を同時に行うことを支持するか否かの能力指示情報をネットワーク側機器
に送信する。作動周波数帯域情報リストは、ネットワーク側機器が端末の実際の作動周波
数帯域(すなわち、端末がデータ伝送を行う際に採用する作動周波数帯域)を決定すること
に用いられ、実際の作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリング周波数範囲と少な
くとも一つのダウンリンク周波数範囲とがペアリングされて構成される。当該能力指示情
報は前記ネットワーク側機器が前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定するこ
とに用いられ、スケジューリングポリシーについて後で詳細に説明する。
【００３４】
　ステップＳ２２において、端末がデータサービスニーズがある場合、ネットワーク側機
器より決定された少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリ
ンク周波数範囲とがペアリングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワー
ク側機器より決定されたスケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に基
づいて、データ伝送を行う。　
【００３５】
　本開示の一実施形態では、端末は、ネットワークにアクセスする際に、初めてにアタッ
チが行われるとき、または端末が初めてページングエリア更新を開始するとき、または端
末がネットワーク側機器による端末に対する能力報告の要求を受信したとき、ネットワー
ク側機器に端末の作動周波数帯域情報リストと能力指示情報とを報告することができる。
【００３６】
　本発明の一実施例では、端末がアタッチを行う際にネットワーク側機器に作動周波数帯
域情報リストと能力指示情報とを報告すると、端末がアタッチした時に報告された「能力
情報」（Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に端末の作動周波数帯域情報
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リスト、及び端末が作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信
を同時に行うことを支持するか否かの能力指示情報を追加する。
【００３７】
　作動周波数帯域情報リストは、少なくとも端末が支持する一つの作動周波数帯域で構成
される。一実施形態では、作動周波数帯域は、少なくと一つのアップリンク周波数範囲及
び少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲が対応する周波数帯域番号を含む。別の実施
形態では、作動周波数帯域情報リストは、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲及び
少なくとも一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
【００３８】
　作動周波数帯域情報リストにおけるアップリンク周波数範囲およびダウンリンク周波数
範囲は、互いにペアリング可能である。
【００３９】
　例えば、表１に示されたのは、本開示の一実施形態における端末の作動周波数帯域情報
リストである。端末が作動周波数帯域情報リストを報告する時、周波数帯域番号のみを報
告してもよいし、アップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲を直接報告してもよ
い。ネットワーク側機器と端末は、ネゴシエーション又は一方側が決定した後に他方側に
報知することにより、両方の周波数帯域番号が対応する周波数範囲についての理解が一致
するようにすることができると理解されべきである。
【００４０】
　表１　

【００４１】
　本開示の一実施形態では、端末が、支持する作動周波数帯域情報リストにおける作動周
波数帯域でデータの送受信を同時に行うことを支持するか否かの能力指示情報については
、以下のように定義にすることができる。
【００４２】
　方式一：　
　端末が報告して支持する作業帯域情報リストには、作動周波数帯域でデータの送受信を
同時に行うことを支持するか否かを指示する能力指示情報を追加する。作動周波数帯域ご
とは、一つの能力指示情報に対応する。
【００４３】
　ある作動周波数帯域で、アップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とが同一で
あるペアリング組み合わせ以外、対応するいずれのアップリンク周波数範囲といずれのダ
ウンリンク周波数範囲とのペアリング組み合わせがいずれもデータの送受信を同時に行う
ことを支持する場合、当該作動周波数帯域の能力指示情報を「真」または「１」に設定す
る。
【００４４】
　ある作動周波数帯域は、アップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とが同一で
あるペアリング組み合わせ以外、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲とダウンリン
ク周波数範囲とのペアリングがデータの送受信を同時に行うことを支持しない場合、その
作動周波数帯域の能力指示情報を「偽」または「０」に設定する。
【００４５】
　表２を参照し、本開示の一実施形態における作動周波数帯域と能力指示情報との対応関
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係の表である。
【００４６】
　表２　

【００４７】
　表２を参照し、ｂａｎｄ１の能力指示情報が「１」であると、ｂａｎｄ１について、端
末は、アップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とが同一である組み合わせ以外
、すなわちアップリンク周波数範囲２とダウンリンク周波数範囲との組み合わせ以外、残
りのアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との組み合わせはいずれも、デー
タの送受信を同時に行うことを支持する。すなわち、端末が、アップリンク周波数範囲８
８０ＭＨｚ－９１５ＭＨｚとダウンリンク周波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚと
のペアリング組み合わせ、およびアップリンク周波数範囲１７１０ＭＨｚ－１７８５ＭＨ
ｚとダウンリンク周波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚとのペアリング組み合わせ
はいずれもデータの送受信を同時に行うことを支持する。
【００４８】
　表２を参照し、ｂａｎｄ３の能力指示情報が「１」であり、すなわち、端末がアップリ
ンク周波数範囲８８０ＭＨｚ－９１５ＭＨｚとダウンリンク周波数範囲９２５ＭＨｚ－９
６０ＭＨｚとのペアリングで、データの送受信を同時に行うことを支持する。
【００４９】
　表２を参照し、ｂａｎｄ５の能力指示情報が「０」であり、すなわち、端末がアップリ
ンク周波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚとダウンリンク周波数範囲３３００ＭＨ
ｚ－４２００ＭＨｚとのペアリングで、データの送受信を同時に行うことを支持しない。
　
【００５０】
　この方式により、一つの作動周波数帯域について、いくらの周波数ペアリング組み合わ
せが含まれていても、一つのビットの能力指示情報があれば結構であり、シグナリングオ
ーバーヘッドが小さい。
【００５１】
　方式二：　
　端末が報告して支持する作動周波数帯域情報リストには、作動周波数帯域でデータの送
受信を同時に行うことを支持するか否かを指示する能力指示情報を追加する。作動周波数
帯域ごとにおけるいずれか一つのアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とか
らなるペアリングはいずれも、一つの能力指示情報に対応する。
【００５２】
　能力指示情報が「真」又は「１」であると、対応するアップリンク周波数範囲とダウン
リンク周波数範囲とからなるペアリングがデータの送受信を同時に行うことを支持すると
示している。
【００５３】
　上記表２に示すように、ある端末が支持する作動周波数帯域の番号がｂａｎｄ１とｂａ
ｎｄ３である場合、ｂａｎｇ１が可能なアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範
囲とのベアリングは以下のとおりである。
【００５４】
　ペアリング１：アップリンク周波数範囲８８０ＭＨｚ－９１５ＭＨｚ、ダウンリンク周
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波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚ。　
　ペアリング２：アップリンク周波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚ、ダウンリン
ク周波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚ。　
　ペアリング３：アップリンク周波数範囲１７１０ＭＨｚ－１７８５ＭＨｚ、ダウンリン
ク周波数範囲３３００ＭＨｚ－４２００ＭＨｚ。　
【００５５】
　したがって、ｂａｎｄ１に対して、対応する能力指示情報は、ペアリング１の能力指示
情報、ペアリング２の能力指示情報、ペアリング３の能力指示情報を含む。当該能力指示
情報の値が｛１,０，１｝であると、端末はペアリング１でデータの送受信を同時に行う
ことを支持し、ペアリング２でデータの送受信を同時に行うことを支持せず、ペアリング
３でデータの送受信を同時に行うことを支持する。
【００５６】
　この方式により、周波数ペアリングごとは相応的な能力指示情報を有し、より柔軟とな
り、端末スループットの向上とデータ伝送遅延の低減に有利である。
【００５７】
　これにより、作動周波数帯域情報リストにおける周波数ペアリングの数、端末のスルー
プット、および遅延要求に応じて、上記の２つの方式のうちの一つまたは２つの方式の組
み合わせを採用することを決定することができる。
【００５８】
　ネットワーク側では、ネットワーク側機器は、端末より報告された作動帯周波数域情報
リスト、及び端末が作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信
を同時に行うことを支持するか否かの能力指示情報を受信する。本発明の一実施形態では
、ネットワーク側機器は、端末より報告された作動周波数帯域情報リストと能力指示情報
とを記憶して、必要となる場合、記憶された作動周波数帯域情報リストと能力指示情報に
基づいて、端末に対して実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウ
ンリンク周波数範囲の決定及びスケジューリングポリシーの決定を行う。
【００５９】
　図３を参照し、本開示の一実施形態に係るネットワーク側機器が端末に対してリソース
スケジューリングを行うプロセスの模式図である。　
【００６０】
　ステップＳ３１において、端末より送信された支持する作動周波数帯域情報リスト、及
び作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこと
を支持するか否かの能力指示情報を受信する。　
【００６１】
　ステップＳ３２において、作動周波数帯域情報リストに基づいて端末に対して実際の作
動周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリン
グを決定し、能力指示情報に基づいて端末に対するスケジューリングポリシーを決定する
。
【００６２】
　ペアリング周波数範囲の決定　
【００６３】
　受信した作動周波数帯域情報リストに基づいて、ネットワーク側機器は、端末がデータ
伝送を行う際に用いられた実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダ
ウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定することができる。
【００６４】
　一実施形態では、ネットワーク側機器は、端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、
ネットワークカバレッジ状況、およびサービスニーズに基づいて、実際の作動周波数帯域
が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定する
。ネットワーク側機器は、端末が支持する作動周波数帯域情報リストにおいて、ネットワ
ークカバレッジ状況とサービスニーズに基づいて、一つのアップリンク周波数範囲とダウ
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ンリンク周波数範囲とのペアリングを決定し、端末のサービスカバレッジを満足するとと
もにサービスニーズも満足するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲を選択
する。
【００６５】
　ネットワーク側機器は、端末に対して実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周
波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定した後、実際の作動周波数帯域
が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを端末に送
信する。端末は、そのアップリンク周波数範囲でアップリンクデータ送信を行う一方、そ
のダウンリンク周波数範囲でダウンリンクデータ受信を行う。一実施形態では、ネットワ
ーク側機器は、専用シグナリングにより、決定されたペアリングのアップリンク周波数範
囲とダウンリンク周波数範囲を端末に送信する。
【００６６】
　スケジューリングポリシーの決定　
【００６７】
　ネットワーク側機器は、受信した端末の能力指示情報に基づいて、端末に対するスケジ
ューリングポリシーを決定し、決定されたスケジューリングポリシーに基づいて端末に対
してスケジューリングを行う。
【００６８】
　端末が報告する能力指示情報は上記の方式一又は方式二を採用する可能性があり、方式
一を採用する場合、能力指示情報には作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯ご
との能力指示情報が含まれている。能力指示情報は、ネットワーク側機器より決定された
実際の作動周波数帯域で端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場
合、端末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案および第１の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定する。
【００６９】
　能力指示情報は、ネットワーク側機器より決定された実際の作動周波数帯域で端末がデ
ータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、端末に対するスケジューリ
ングポリシーを第２のスケジューリング方案および第２のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミン
グにすることを決定する。
【００７０】
　方式二を採用する場合、能力指示情報には、端末が支持する作動周波数帯域におけるア
ップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせごとの
能力指示情報が含まれている。能力指示情報は、ネットワーク側機器より決定された実際
の作動周波数帯域内で決定したアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、端末に対
するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案および第１のＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ伝送タイミングにすることを決定する。
【００７１】
　能力指示情報は、ネットワーク側機器より決定された実際の作動周波数帯域内で決定し
たアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングで端末がデータの送
受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、端末に対するスケジューリングポリ
シーを第２のスケジューリング方案および第２のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングにする
ことを決定する。
【００７２】
　本開示の一実施形態では、第１のスケジューリング方案は、端末のアップリンクスケジ
ューリング要求に付いているキャッシュにおける伝送対象のデータ量、またはダウンリン
クスケジューリング要求に付いているキャッシュにおける伝送対象のデータ量に基づいて
、端末に対してスケジューリングを行うことを含む。
【００７３】
　端末がアップリンクデータ送信のニーズがある場合、ネットワーク側機器にアップリン
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クスケジューリング要求を送信し、アップリンクスケジューリング要求にはキャッシュに
おける伝送対象のアップリンクデータ量（すなわち端末が伝送対象のデータパケットの量
をネットワーク側機器に知らせる）を含めることができる。ネットワーク側機器は伝送対
象のアップリンクデータ量と現在ダウンリンク共有チャネル状況に基づいて、端末にリソ
ースを分配して、スケジューリングを実現する。
【００７４】
　本開示の一実施形態では、第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングは、端末にＡＣＫ／
ＮＡＣＫのフィードバックタイミングを設定することで、端末がダウンリンクデータを正
確に受信した後、このフィードバックタイミングでＡＣＫメッセージをフィードバックす
ること、又は端末がダウンリンクデータを正確に受信していない場合、このフィードバッ
クタイミングでＮＡＣＫメッセージをフィードバックすることを含む。
【００７５】
　本開示の一実施形態では、第２のスケジューリング方案は、アップリンク送信データの
優先度およびダウンリンク受信データの優先度に基づいて、現在のスケジューリング時刻
に端末のデータ伝送方向を決定することを含む。すなわち、現在のスケジューリング時刻
に伝送する必要があるアップリンク送信データとダウンリンク受信データの優先度に基づ
いて、現在のスケジューリング時刻が、決定されたアップリンク周波数によってアップリ
ンク送信データを伝送するか、又は決定されたダウンリンク周波数によってダウンリンク
受信データを伝送するかを決定する。ダウンリンク受信データの優先度がアップリンク送
信データの優先度より高い場合、現在のスケジューリング時刻に端末に対してアップリン
ク送信データのスケジューリングを行わず、アップリンク送信データの優先度がダウンリ
ンク受信データの優先度より高い場合、現在のスケジューリング時刻に端末に対してダウ
ンリンク受信データのスケジューリングを行わない。
【００７６】
　一実施形態では、優先度は、ベアラされたデータタイプによって決定できる。すなわち
、伝送対象のデータの損失がシステム性能およびユーザ経験に与える影響の度合いに応じ
て決定する。例えば、優先度について、放送情報および同期情報の優先度が最も高く、放
送情報および同期情報の後、優先度が高い順で、ダウンリンク共通制御情報、ランダムア
クセス要求情報、スケジューリング要求情報、ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報、チ
ャネル品質フィードバック情報などであるように設定することができる。
【００７７】
　本開示の一実施形態では、第２のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングは、現在のスケジュ
ーリング時刻に伝送を計画する、前のスケジューリング時刻に受信されたダウンリンクデ
ータのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報が禁止された後、スケジューリングされた一
つ目のアップリンクデータの送信時刻に、前のスケジューリング時刻に受信されたダウン
リンクデータのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報を伝送する。あるいは、現在のスケ
ジューリング時刻に伝送を計画する、前のスケジューリング時刻に受信されたアップリン
グデータのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報が禁止された後、スケジューリングされ
た一つ目のダウンリンクデータの送信時刻に、前のスケジューリング時刻に受信されたア
ップリングデータのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報を伝送する。
【００７８】
　ダウンリンク受信データの優先度が高い場合、ネットワーク側機器は、ダウンリンクデ
ータの受信品質を確保するように、現在のスケジューリング時刻にアップリンク周波数範
囲でデータを送信することを禁止する（すなわち、現在のスケジューリング時刻に端末に
対してアップリンク送信データのスケジューリングを行わない)。禁止されたアップリン
ク送信データにダウンリンク受信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報が含まれ
ていると、次のスケジューリング周期でダウンリンク受信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバック情報を伝送する、また上記第２のスケジューリング方案におけるデータ伝送の
優先度に基づいて、許可された一つ目のアップリンク送信データのスケジューリング時刻
に、前のスケジューリング周期で受信されたダウンリンク受信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ
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フィードバック情報を伝送する。すなわち、スケジューリング周期(例えば、１ｍｓ)毎に
優先度の判断が行われ、アップリンク送信データの優先度が初めてダウンリンク受信デー
タの優先度より高い場合、一つ目のアップリンク送信データのスケジューリング時刻が得
られ、当該スケジューリング時刻に前のスケジューリング周期で受信されたダウンリンク
受信データのＡＣＫ／ＮＡＣフィードバック情報を伝送する。ここでの前のスケジューリ
ング周期は、複数のスケジューリング周期である可能性もある。
【００７９】
　図４を参照して、本開示の一実施形態に係る端末とネットワーク側機器とがリソースス
ケジューリング方法を交互に実現するプロセスの模式図である。　
【００８０】
　ステップＳ４１において、端末は、支持する作動周波数帯域情報リスト、及び作動周波
数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うことを支持する
か否かの能力指示情報をネットワーク側機器に送信する。
【００８１】
　ステップＳ４２において、ネットワーク側機器は、端末より送信された支持する作動周
波数帯域情報リスト、及び作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの
送受信を同時に行うことを支持するか否かの能力指示情報を受信する。
【００８２】
　ステップＳ４３において、ネットワーク側機器は、端末が支持する作動周波数帯域情報
リスト、ネットワークカバレッジ状況及びサービスニーズに基づいて、実際の作動周波数
帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定
する。
【００８３】
　ステップＳ４４において、ネットワーク側機器は、実際の作動周波数帯域が対応するア
ップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを端末に送信する。　
【００８４】
　ステップＳ４５において、ネットワーク側機器は、端末が報告する能力指示情報が方式
一を採用するか、又は方式二を採用するかを決定し、方式一であると、ステップＳ４６を
実行し、方式二であると、ステップＳ４７を実行する。
【００８５】
　ステップＳ４６において、ネットワーク側機器は、ネットワーク側機器より決定された
実際の作動周波数帯域で端末がデータの送受信を同時に行うことを支持するか否かを判断
し、支持すると、ステップＳ４８において、端末に対して第１のスケジューリング方案及
び第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングを採用することを決定し、支持しないと、ステ
ップＳ４９において、端末に対して第２のスケジューリング方案及び第２のＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ伝送タイミングを採用することを決定する。
【００８６】
　ステップＳ４７において、ネットワーク側機器は、ネットワーク側機器より決定された
実際の作動周波数帯域内に決定したアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲と
のペアリングで端末がデータの送受信を同時に行うことを支持するか否かを判断し、支持
すると、ステップＳ４８において、端末に対して第１のスケジューリング方案及び第１の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送タイミングを採用することを決定し、支持しないと、ステップＳ４
９において、端末に対して第２のスケジューリング方案及び第２のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送
タイミングを採用することを決定する。　
【００８７】
　ステップＳ４１０において、端末がデータサービスニーズがある場合、ネットワーク側
機器より決定された少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウン
リンク周波数範囲とがペアリングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワ
ーク側機器より決定されたスケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に
基づいて、データ伝送を行う。
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【００８８】
　これにより、本開示の実施例は、端末が報告する作動周波数帯域情報リストと能力指示
情報に基づいて、スケジューリングポリシーを決定し、異なる端末に異なるスケジューリ
ングポリシーを採用し、アップ・ダウンリンク周波数ペアリング伝送方案を効果的に支持
し、異なる無線周波数能力の端末アクセスを支持し、端末の多様性と設計の柔軟性を維持
し、スケジューリングによって低コスト端末も上記ペアリング方案による性能利得を享受
することができるようになる。
【００８９】
　これに応じて、図５を参照して、本開示の実施形態はさらに、端末に適用されるデータ
伝送装置を提供し、該装置５００は、
　ネットワーク側機器へ前記端末が支持する作動周波数帯域情報リスト、及び前記端末が
前記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を送信し、前記作動周波数帯域情報リストは、前記ネ
ットワーク側機器が前記端末の実際の作動周波数帯域を決定することに用いられ、前記実
際の作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリング周波数範囲と少なくとも一つのダ
ウンリンク周波数範囲とがペアリングされて構成され、前記能力指示情報は前記ネットワ
ーク側機器が前記端末のスケジューリングポリシーを決定することに用いられるように配
置された情報送信モジュール５０１と、
　前記端末がデータサービスニーズがある場合、前記ネットワーク側機器によって決定さ
れた少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つのダウンリンク周波数範
囲とがペアリングされて構成された実際の作動周波数帯域、及びネットワーク側機器によ
って決定された前記スケジューリングポリシーが対応するスケジューリング情報に基づい
て、データ伝送を行うように配置されたデータ伝送モジュール５０２と、を含む。
【００９０】
　一実施形態では、前記作動周波数帯域情報リストは、
　少なくとも一つの前記端末が支持する作動周波数帯域を含み、
　前記作動周波数帯域は、少なくとも一つのアップリンク周波数範囲及び少なくとも一つ
のダウンリンク周波数範囲が対応する番号を含むこと、又は少なくとも一つのアップリン
ク周波数範囲および少なくと一つのダウンリンク周波数範囲を含む。
【００９１】
　一実施形態では、前記能力指示情報は、少なくとも一つの作動周波数帯域における各作
動周波数帯域が対応する能力指示情報を含み、
　前記装置は、
　前記各作動周波数帯域の少なくとも一つのアップリンク周波数範囲と少なくとも一つの
ダウンリンク周波数範囲とのペアリング組み合わせのうち、アップリンク周波数範囲とダ
ウンリンク周波数範囲とが同一である周波数ペアリング組み合わせ以外、残りのアップリ
ンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペアリング組み合わせがいずれもデ
ータの送受信を同時に行うことを支持するか否かに基づいて、前記各作動周波数帯域の能
力指示情報を決定するように配置された第１の能力指示情報決定モジュールをさらに含む
。　
【００９２】
　一実施形態では、前記能力指示情報は、前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動
周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲との周波数ペア
リング組み合わせの能力指示情報を含み、
　前記装置は、
　前記作動周波数帯域情報リストにおける各作動周波数帯域のアップリンク周波数範囲と
ダウンリンク周波数範囲とのペアリング組み合わせごとがデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かに基づいて、前記作動周波数帯域情報リストにおける各周波数帯域の
周波数ペアリング組み合わせごとの能力指示情報を決定するように配置された第１の能力
指示情報決定モジュールをさらに含む。
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【００９３】
　図６を参照して、本開示の実施形態は、ネットワーク側機器に適用されるリソーススケ
ジューリング装置をさらに提供し、前記装置６００は、　
　端末より送信された前記端末が支持する作動周波数帯域リスト情報、及び前記端末が前
記作動周波数帯域情報リストにおける作動周波数帯域でデータの送受信を同時に行うこと
を支持するか否かの能力指示情報、又は前記端末が前記作動周波数帯域情報リストにおけ
る各作動周波数帯域内の各周波数ペアリング組み合わせでデータの送受信を同時に行うこ
とを支持するか否かの能力指示情報を受信するように構成される情報受信モジュール６０
１と、
　前記作動周波数帯域情報リストに基づいて前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対
応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定すること
、及び前記能力指示情報に基づいて前記端末に対するスケジューリングポリシーを決定す
るように配置されたポリシー決定モジュール６０２と、を含むリソーススケジューリング
装置を提供する。
【００９４】
　一実施形態では、前記装置６００は、
　前記作動周波数帯域情報リスト、ネットワークカバレッジ状況及び前記端末のサービス
ニーズに基づいて、前記端末に対して実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波
数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペアリングを決定するように配置されたペアリング
周波数決定モジュールと、
　前記実際の作動周波数帯域が対応するアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範
囲とのペアリング情報を前記端末に送信するように配置された周波数ペアリング送信モジ
ュールと、をさらに含む。
【００９５】
　一実施形態では、前記ポリシー決定モジュール６０２は、
　前記能力指示情報が前記決定された実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持することを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動周
波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペア
リングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持することを示す場合、前記端
末に対するスケジューリングポリシーを第１のスケジューリング方案と第１のＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定するように配置された第１のポリシー決定サブモ
ジュールと、
　前記能力指示情報が前記決定された実際の作動周波数帯域で前記端末がデータの送受信
を同時に行うことを支持しないことを示す場合、又は前記能力指示情報が前記実際の作動
周波数帯域における決定されたアップリンク周波数範囲とダウンリンク周波数範囲とのペ
アリングで前記端末がデータの送受信を同時に行うことを支持しないことを示す場合、前
記端末に対するスケジューリングポリシーを第２のスケジューリング方案と第２のＡＣＫ
／ＮＡＣＫ伝送タイミングにすることを決定するように配置された第２のポリシー決定サ
ブモジュールと、を含む。
【００９６】
　上述した実施形態の装置について、各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、当
該方法に係る実施形態において詳細に説明したので、ここでは詳細に説明しない。
【００９７】
　図７は、例示的な実施形態による、データ伝送方法に用いられる装置７００のブロック
図であり、この装置７００は端末であってもよい。図に示すように、装置７００は、プロ
セッサ７０１と、メモリ７０２と、および通信コンポーネント７０５とを含むことができ
る。　
【００９８】
　ここで、プロセッサ７０１は、上述したデータ伝送方法のステップの全部または一部を
完成するように、装置７００の全体的な操作を制御する。メモリ７０２は、装置７００で
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の操作を支持するように、操作システム、例えば、装置７００で任意のアプリケーション
または方法を操作するための命令、およびアプリケーションに係るデータを含むことが可
能な様々なタイプのデータを記憶することに用いられる。メモリ７０２は、任意のタイプ
の揮発性若しくは不揮発性記憶装置、またはそれらの組み合わせによって実現されてもよ
く、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＳＲＡＭと略す）、電気的消去可能プログラム可能リードオン
リーメモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＥＥＰＲＯＭと略す）、消去可能プログラム可能
リードオンリーメモリ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＥＰＲＯＭと略す）、プログラム可能な読み取り専用メモリ（Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＰＲＯＭと略す）、読み取
り専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭと略す）、磁気メモリ、フラ
ッシュメモリ、磁気ディスク又は光ディスクが挙げられる。
【００９９】
　通信コンポーネント７０５は、装置７００と他の機器との間で有線または無線通信を行
うことに用いられる。無線通信は、例えばＷｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、近距離無線通信
（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、ＮＦＣと略称する）、２Ｇ、３
Ｇ、４Ｇ若しくは５Ｇ、又はそれらのうちの一つ以上の組み合わせであるため、対応する
当該通信コンポーネント７０５はＷｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、ＮＦＣモジュールを含む
ことができる。
【０１００】
　例示的実施形態では、装置７００は、上述のデータ伝送方法を実行するために、１つ又
は複数の特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、ＡＳＩＣと略す）、デジタルシグナルプロセッサ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ、ＤＳＰと略す）、デジタル信号処理端
末装置（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ、ＤＳＰ
Ｄと略す）、プログラム可能論理デバイス（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ、ＰＬＤと略す）、現場でプログラム可能なゲートアレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ、ＦＰＧＡと略す）、コントローラ、マイ
クロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品によって実現される。
【０１０１】
　装置７００はさらにマルチメディアコンポーネント７０３とＩ／Ｏインタフェース７０
４とを含む。ここで、マルチメディアコンポーネント７０３はスクリーンとオーディオコ
ンポーネントとを含むことができる。ここで、スクリーンは例えばタッチスクリーンであ
ってもよく、オーディオコンポーネントはオーディオ信号を出力及び/又は入力するため
に用いられる。例えば、オーディオコンポーネントは、外部のオーディオ信号を受信する
ためのマイクロフォンを含んでもよい。受信されたオーディオ信号は、メモリ７０２にさ
らに記憶されてもよいし、通信コンポーネント７０５により送信されてもよい。オーディ
オコンポーネントはさらに、少なくとも一つのオーディオ信号を出力するためのスピーカ
を含む。Ｉ／Ｏインタフェース７０４は、プロセッサ７０１と他のインタフェースモジュ
ールとの間にインタフェースを提供し、上記他のインタフェースモジュールは、キーボー
ド、マウス、ボタン等であってもよい。これらのボタンは、例えば、仮想ボタンまたは物
理的ボタンであってもよい。
【０１０２】
　別の実施形態では、プログラム可能な装置が実行可能なコンピュータプログラムを含む
コンピュータプログラム製品を提供し、前記コンピュータプログラムは、前記プログラム
可能な装置より実行する際に、上記データ伝送方法を実行するためのコード部分を有する
。
【０１０３】
　別の実施形態では、命令を含む非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を提供し、例えば
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命令を含むメモリ７０２であり、上記データ伝送方法を完成するように、上記命令は、装
置７００のプロセッサ７０１により実行される。例示的に、この非一時的なコンピュータ
可読記憶媒体は、例えば、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭと略す）、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フレキシブルディスク
、光データ記憶装置等であってもよい。
【０１０４】
　図８は、例示的な実施形態による示されているリソーススケジューリング方法に用いら
れる装置８００のブロック図であり、この装置８００はネットワーク側機器であってもよ
い。図に示すように、この装置８００は、プロセッサ８０１と、メモリ８０２と、通信コ
ンポーネント８０５とを含むことができる。
【０１０５】
　ここで、プロセッサ８０１は、上述したリソーススケジューリング方法のステップの全
部または一部を完成するように、装置８００の全体的な操作を制御する。メモリ８０２は
、装置８００での操作を支持するように、操作システム、例えば、装置８００で任意のア
プリケーションまたは方法を操作するための命令、およびアプリケーションに係るデータ
を含むことが可能な様々なタイプのデータを記憶することに用いられる。メモリ８０２は
、任意のタイプの揮発性若しくは不揮発性記憶装置、またはそれらの組み合わせによって
実現されてもよく、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＳＲＡＭと略す）、電気的消去可能プログラム
可能リードオンリーメモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＥＥＰＲＯＭと略す）、消去可能
プログラム可能リードオンリーメモリ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　
Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＥＰＲＯＭと略す）、プログラム可能な読み取り専
用メモリ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＰＲＯＭと
略す）、読み取り専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭと略す）、磁
気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク又は光ディスクが挙げられる。
【０１０６】
　通信コンポーネント８０５は、装置８００と他の機器との間で有線または無線通信を行
うことに用いられる。無線通信は、例えばＷｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、近距離無線通信
（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、ＮＦＣと略す）、２Ｇ、３Ｇ、
４Ｇ若しくは５Ｇ、又はそれらのうちの一つ以上の組み合わせであるため、対応する当該
通信コンポーネント８０５はＷｉ－Ｆｉ、ブルートゥース、ＮＦＣモジュールを含むこと
ができる。
【０１０７】
　例示性の実施形態では、装置８００は、上述のリソーススケジューリング方法を実行す
るために、１つ又は複数の特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、ＡＳＩＣと略す）、デジタルシグナル
プロセッサ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ、ＤＳＰと略す）、デ
ジタル信号処理端末装置（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ、ＤＳＰＤと略す）、プログラム可能論理デバイス（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ、ＰＬＤと略す）、現場でプログラム可能なゲートアレイ（
Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ、ＦＰＧＡと略す）、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品によって
実現される。
【０１０８】
　別の実施形態では、プログラム可能な装置が実行可能なコンピュータプログラムを含む
コンピュータプログラム製品を提供し、前記コンピュータプログラムは、前記プログラム
可能な装置より実行する際に、上記リソーススケジューリング方法を実行するためのコー
ド部分を有する。
【０１０９】
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　別の実施形態では、命令を含む非一時的なコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供し、
例えば命令を含むメモリ８０２であり、上記リソーススケジューリング方法を完成するよ
うに、上記命令は、装置８００のプロセッサ８０１により実行される。例示的に、この非
一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、例えば、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭと略す）、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、
フレキシブルディスク、光データ記憶装置等であってもよい。　
【０１１０】
　フローチャートにおいて又は本開示の実施例において他の形態で説明された任意のプロ
セス又は方法記述は、特定の論理機能又はプロセスのステップを実現するための実行可能
な命令のコードを一つ又は複数含むモジュール、フラグメント又は部分を示すとともに、
本開示の実施形態の範囲には、別の実現を含み、ここで例示又は検討された順に従わなく
てもよく、かかる機能に応じて、実質的に同時の態様またはその逆の順で機能を実行する
と本開示の実施形態に記載の技術分野の当業者には理解されるべきである。
【０１１１】
　当業者が、明細書を検討して本開示を実践した後に、本開示の他の実施形態を容易に想
到し得る。本願は、本開示の任意の変形、用途、又は適応的な変化を含み、これらの変形
、用途、又は適応的な変化は本開示の一般的な原理に沿って、本開示に開示されていない
本技術分野における公知常識や慣用の技術手段を含む。明細書及び実施例は単に例示的な
ものにすぎず、本開示の真の範囲及び精神は以下の特許請求の範囲によって指摘される。
【０１１２】
　本開示は、上記記述されて図面に示された精確な構造に限定されるものではなく、かつ
その要旨を逸脱しない範囲において種々の補正や変更が可能である。本開示の範囲は添付
の特許請求の範囲のみによって限定されると理解されるべきである。

 
【図１】

【図２】

【図３】
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